




自治体の「教育大綱」と、国の「教育振興基本計画」の関係

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３　（大綱の策定等）　第１項 

教育基本法第１７条　（教育振興基本計画）　第１項

就学前 義務教育 高等学校等 大学等

国：第二期教育振興基本計画国：第二期教育振興基本計画国：第二期教育振興基本計画国：第二期教育振興基本計画

三重県教育施策大綱（仮称）（骨子案）三重県教育施策大綱（仮称）（骨子案）三重県教育施策大綱（仮称）（骨子案）三重県教育施策大綱（仮称）（骨子案）

「参酌」「参酌」「参酌」「参酌」

四日市市教育大綱四日市市教育大綱四日市市教育大綱四日市市教育大綱

学校教育

生涯学習（社会教育・家庭教育等）生涯学習（社会教育・家庭教育等）生涯学習（社会教育・家庭教育等）生涯学習（社会教育・家庭教育等）

　地方公共団体の長は、教育基本法第１７条第１項 に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術
及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱（以下単に「大綱」という。）を定めるものとする。

 　政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施
策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。

１．社会人になっても通用する問題解決能力の養成

１．社会人になっても通用する問題解決能力の養成１．社会人になっても通用する問題解決能力の養成

１．社会人になっても通用する問題解決能力の養成

２．豊かな人間性と健やかな体の育成

２．豊かな人間性と健やかな体の育成２．豊かな人間性と健やかな体の育成

２．豊かな人間性と健やかな体の育成

３．夢や志の実現に向け、自ら学び続ける意欲・態度の涵養

３．夢や志の実現に向け、自ら学び続ける意欲・態度の涵養３．夢や志の実現に向け、自ら学び続ける意欲・態度の涵養

３．夢や志の実現に向け、自ら学び続ける意欲・態度の涵養

４．家庭、地域、学校・行政が連携・協働した教育の実現

４．家庭、地域、学校・行政が連携・協働した教育の実現４．家庭、地域、学校・行政が連携・協働した教育の実現

４．家庭、地域、学校・行政が連携・協働した教育の実現

５．都市の特長を生かした四日市ならではの教育の推進

５．都市の特長を生かした四日市ならではの教育の推進５．都市の特長を生かした四日市ならではの教育の推進

５．都市の特長を生かした四日市ならではの教育の推進

１．「生き抜いていく力」の育成

１．「生き抜いていく力」の育成１．「生き抜いていく力」の育成

１．「生き抜いていく力」の育成

２．「教育安心県」の実現

２．「教育安心県」の実現２．「教育安心県」の実現

２．「教育安心県」の実現

３．「生涯現役・全員参加型社会」に向けた学習基盤の充実

３．「生涯現役・全員参加型社会」に向けた学習基盤の充実３．「生涯現役・全員参加型社会」に向けた学習基盤の充実

３．「生涯現役・全員参加型社会」に向けた学習基盤の充実

４．教育への県民力の結集

４．教育への県民力の結集４．教育への県民力の結集

４．教育への県民力の結集～時を越えた「協創」の推進～

～時を越えた「協創」の推進～～時を越えた「協創」の推進～

～時を越えた「協創」の推進～

５．「三重ならでは」の教育の推進

５．「三重ならでは」の教育の推進５．「三重ならでは」の教育の推進

５．「三重ならでは」の教育の推進

６．社会的要請・課題を踏まえた教育の充実

６．社会的要請・課題を踏まえた教育の充実６．社会的要請・課題を踏まえた教育の充実

６．社会的要請・課題を踏まえた教育の充実

１．生きる力の確実な育成

１．生きる力の確実な育成１．生きる力の確実な育成

１．生きる力の確実な育成

２．課題探究能力の修得

２．課題探究能力の修得２．課題探究能力の修得

２．課題探究能力の修得

３．自立・協働創造に向けた力の修得

３．自立・協働創造に向けた力の修得３．自立・協働創造に向けた力の修得

３．自立・協働創造に向けた力の修得

４．社会的・職業的自立に向けた能力・態度の育成等

４．社会的・職業的自立に向けた能力・態度の育成等４．社会的・職業的自立に向けた能力・態度の育成等

４．社会的・職業的自立に向けた能力・態度の育成等

５．社会全体の変化や新たな価値を主導・創造する人材等の育成

５．社会全体の変化や新たな価値を主導・創造する人材等の育成５．社会全体の変化や新たな価値を主導・創造する人材等の育成

５．社会全体の変化や新たな価値を主導・創造する人材等の育成

６．意欲ある全ての者への学習機会の確保

６．意欲ある全ての者への学習機会の確保６．意欲ある全ての者への学習機会の確保

６．意欲ある全ての者への学習機会の確保

７．安全・安心な教育研究環境の確保

７．安全・安心な教育研究環境の確保７．安全・安心な教育研究環境の確保

７．安全・安心な教育研究環境の確保

８．互助・共助による活力あるコミュニティの形成

８．互助・共助による活力あるコミュニティの形成８．互助・共助による活力あるコミュニティの形成

８．互助・共助による活力あるコミュニティの形成

社会教育の欠落社会教育の欠落社会教育の欠落社会教育の欠落国・県の分野



四日市市 国民健康保険特別会計　移送費　決算推移

予算現額 支出済額 不用額

平成６年度 0 0 0

平成７年度 160,000 0 160,000

平成８年度 160,000 0 160,000

平成９年度 160,000 0 160,000

平成１０年度 160,000 51,630 108,370

平成１１年度 160,000 0 160,000

平成１２年度 160,000 0 160,000

平成１３年度 160,000 0 160,000

平成１４年度 160,000 0 160,000

平成１５年度 160,000 0 160,000

平成１６年度 382,000 281,330 100,670

平成１７年度 160,000 0 160,000

平成１８年度 160,000 0 160,000

平成１９年度 160,000 0 160,000

平成２０年度 160,000 0 160,000

平成２１年度 160,000 0 160,000

平成２２年度 160,000 0 160,000

平成２３年度 160,000 0 160,000

平成２４年度 160,000 0 160,000

平成２５年度 160,000 0 160,000

平成２６年度 140,000 0 140,000

補正予算で、222,000円を増額



収入額のうち国保に関するもの 

市立四日市病院所有救急患者輸送自動車について 

 

１ 出動実績 

   平成27年度   ０回（10月29日現在） 

   平成26年度   ０回 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  ※ 搬送必要度 ： 「高」は現在の「四日市市消防本部の救急自動車搬送」レベルのもの 

「低」は現在の「民間介護タクシー等での搬送」レベルのもの 

  ※ 収 入 額 ： 自動車使用料 

（医療従事者の費用等は発生しないが、有料道路使用料等については患者負担となる。） 

 

 

２ 経費（決算額） 

   平成26年度    14,195円 （保険14,195） 

   平成25年度   122,231円 （保険14,195・車検108,036） 

   平成24年度    14,195円 （保険14,195） 

   平成23年度   161,629円 （保険13,735・車検147,894） 

   平成22年度    13,735円 （保険13,735） 

   平成21年度   178,891円 （保険13,891・車検165,000） 

 

 計 
搬送必要度 搬送先 

収入額（円） 

高 低 市内 市外 

H25 ３ ３ ０ １ ２ ０ 

H24 27 17 10 10 17 47,050 

H23 41 24 17 13 28 104,225 

H22 41 32 ９ ７ 34 72,650 

H21 26 21 ５ ９ 17 33,975 

件数 収入額（円） 

‐ ‐ 

２ 7,825 

８ 46,050 

０ ０ 

０ ０ 

2015.10.30 作成 

市立四日市病院 



法令解釈の基礎 

 

「Ａその他やむを得ないこと。」 

 

  →「Ａ」及び及び及び及び「その他やむを得ないこと」 

 

  →「Ａ」又は又は又は又は「その他やむを得ないこと」 

 

 

 

通達 

 

[ H6 保発 96・庁保発 29 ] 

Ⅵ 移送費に関する事項 

1 移送費及び家族移送費の支給要件については、次のいずれにも該当すると保険者が認め

た場合とすること。 

(1) 移送の目的である療養が保険診療として適切であること。 

(2) 患者が当該療養の原因である負傷、疾病により移動困難であること。 

(3) 緊急その他やむを得ないこと。 

 

 

 

解釈 

 

(3) 緊急その他やむを得ないこと。 

 

  →「緊急」又は又は又は又は「その他やむを得ないこと」 

 

 



移送費〈参考〉例 
                  【お問合せ】【お問合せ】【お問合せ】【お問合せ】 

                                                                            新宿区役所４階新宿区役所４階新宿区役所４階新宿区役所４階    ⑩番窓口⑩番窓口⑩番窓口⑩番窓口 

                                                                            高齢者医療担当課高齢者医療担当課高齢者医療担当課高齢者医療担当課    高齢者医療係高齢者医療係高齢者医療係高齢者医療係     

                                                                            直通電話直通電話直通電話直通電話    ０３（５２７３）４５６２０３（５２７３）４５６２０３（５２７３）４５６２０３（５２７３）４５６２                               

決定事例決定事例決定事例決定事例    

○ 病院から病院への移送病院から病院への移送病院から病院への移送病院から病院への移送 

 

1. 移送理由：歩行困難。またクロイツフェルト・ヤコブ病の処置・加療のため転院が必要。 

 

2. 移送理由：A 病院には専門科がなく、処置ができる B 病院へ転院するため。 

 

3. 移送理由：A 病院に自傷により緊急搬送されたが、メンタル面を含めた継続加療がひつ

ようなことから、B 病院へ転院するため。 

 

4. 移送理由：A 病院へ搬送されたが、B 病院での手術後の再骨折。A 病院では他院で手術        

した同部位の再手術が行えないことから、B 病院へ転院したため。 

 

5. 移送理由：A 病院で内科的管理をしていたが改善せず、B 病院で外科的治療を行うため

転院したため。 

 

6. 移送理由：A 病院で脳外科治療終了後、B 病院でﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝが必要なため。 

 

7. 移送理由：結核のため専門病院へ転院したため。 

 

8. 移送理由：A 病院で悪性リンパ腫のため入院加療中、転移を認め放射線治療のため転院

したため。 

 

9. 移送理由：救急病院から一般病院へ転院したため。 

 

10. 移送理由：手術ができる病院へ転院したため。（離島からの移送） 

 

11. 移送理由：A 病院で人工透析中、内シャントの閉塞が発生したが、A 病院では処置でき

ないため、処置のできる B 病院へ転院したため。 

 

12. 移送理由：病的骨折により A 外科に入院中、検査により原因が癌による骨転移であるこ

とが判明したため、精密検査・加療のため B 病院へ転院したため。 

 

13. 移送理由：胃ろう造設のため転院したため。 

 

14. 移送理由：全身麻酔による処置が必要であったが、A 病院では困難なため処置のできる

B 病院へ転院したため。 

 

15. 移送理由：A 病院に入院中、至急の人工透析が必要となったが、A 病院では処置ができ

ないため、処置のできる B 病院へ転院したため。 

 

16. 移送理由：A 病院で入院加療中、癌の転移を認め治療のため転院したため。 



通達 

[ 平成６年９月９日 保険発第 119 号・庁保険発第９号 ] 

＜移送費の支給基準＞ 

(１) 移送費の支給要件 

＜前略＞ なお、次のような事例の場合には、移送費が支給されるものであるが、これら

の事例は標準的なものであり、個々の事例に応じて社会通念上妥当な範囲内で保険者が適

切に判断すること。＜以下、①～③の列挙あり。後略＞ 

 

 

社会保険労務士の見解 

［平成 6 年 9 月 9 日保険発第 119 号･庁保険発第 9 号］ 

今通達において、以下①～③の事例の場合に移送費が支給されるとされているが､これらの

事例はあくまで『標準的なもの』の例示であり､個々の事例に対しては個別具体的に『社会

通念上妥当な範囲内で保険者が適切に判断すること』とされている。 

①負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合 

②離島等で疾病にかかり､又は負傷し､その症状が重篤であり､かつ､傷病が発生した場所の 

付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため､必要な 

医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合 

③移動困難な患者であって､患者の症状からみて､当該医療機関の設備等では十分な診療が 

できず､医師の指示により緊急に転院した場合 

 

よって、『①～③のいずれかに該当していなければ移送費の支給対象にならない』と解釈す

るのは適切ではなく、以下４条件を満たせば、下記（A）（B）のような場合であっても、移

送費支給の対象にすることは可能であると解釈するのが妥当である。 

 

一、療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む｡)を受けるため､病院又は診療所に移 

送されたものであること 

一、移送の目的である療養が保険診療として適切であること 

一、患者が当該療養の原因である負傷､疾病により移動困難であること 

一、緊急その他やむを得ないこと 

 

（A）自宅療養をしていて、移動困難な患者を､緊急性は無いが､やむを得ず､民間救急車で 

病院に運んだ場合 

（B）転院する場合でも､緊急性は無いが､やむを得ず､民間救急車で病院に運んだ場合 

 

 

社会保険労務士 

加藤大吾 


